
四日市市告示 第３７８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令代１６号）第１５８条第１項の規定により、手

数料の徴収等の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

平成２９年６月１日 

                    四日市市長  森 智広  

１ 徴収等の事務を委託する手数料 

四日市市病児保育事業関係手数料条例（平成２８年四日市市条例第７号）に規定

する病児保育サービス利用手数料 

 

２ 徴収等の事務を行うもの 

名称   桜花台こどもクリニック 院長 水谷 健一 

所在地  四日市市桜花台一丁目３５番地４ 

 

３ 委託期間 

 平成２９年６月１日から平成３０年３月３１日まで 

（こども未来部こども未来課） 

 

 

 

 

 

 


